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議案第４号 
 

平成３１年度戸田競艇企業団モーターボート競走事業会計予算 
 

（総則） 
第１条 平成３１年度戸田競艇企業団モーターボート競走事業会計の予算は、

次に定めるところによる。 
 
（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 ⑴ 年間開催日数                     ９３ 日 
 ⑵ １日平均舟券売上金額            ３１０，２８１ 千円 
 ⑶ １日平均入場者数（有料入場者数）        ３，１００ 人 
  
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 

収      入 
第１款 競走事業収益           ３２，９８６，６６８ 千円 
 第１項 営業収益            ３２，９５２，１８９ 千円 
 第２項 営業外収益               ３４，４７９ 千円 
 

支      出 
第１款 競走事業費用           ３２，２６１，７７８ 千円 
 第１項 営業費用            ３１，７８６，２５２ 千円 
 第２項 営業外費用               ５０，５２４ 千円 
 第３項 特別損失               ３７５，００２ 千円 
 第４項 予備費                 ５０，０００ 千円 

 
（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額８７３，２８０千円は、建設改良積立金

で補填するものとする。） 
 
              支      出 
 第１款 資本的支出               ８７３，２８０ 千円 
  第１項 建設改良費              ８７３，２８０ 千円 
 
 



 
（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおり

と定める。 
事  項 期  間 限 度 額 

公 用 車 借 上 料  
平成３２年度から 
平成３７年度まで 

１２，０００千円

発売・払戻端末  
平成３２年度から 
平成３６年度まで 

３３０，９５７千円

 
（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、４００，０００千円と定める。 
 
（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりとする。 
 ⑴ 収益的支出における営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互流用 
 
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経

費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する

場合は、議会の議決を経なければならない。 
 
 ⑴ 職員人件費                 ２６６，３０３ 千円 
 ⑵ 交際費                       ８４０ 千円 
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